
2018年 11月 14日 

各  位 

株式会社 みなと銀行 

 

特殊詐欺の未然防止へ「キャッシュカード利用限度額引下げキャンペーン」の実施と 

啓発ビデオの放映について 

 

関西みらいフィナンシャルグループの みなと銀行（頭取 服部 博明）では、11月 16日（金）

より、兵庫県警察と協同で「キャッシュカード利用限度額引下げキャンペーン」を実施するこ

とといたしました。あわせて 11月 12日（月）より、当行店舗におきまして、歌舞伎俳優 片

岡愛之助さんを起用したメッセージビデオ（制作：兵庫県警察）をお客さま向けに放映してお

りますので、お知らせします。 
 
兵庫県内の特殊詐欺（振り込め詐欺など）の被害状況は増え続け依然高水準にあり、

昨今は役所や金融機関の職員等をかたってキャッシュカードをだまし取り、ＡＴＭで現

金を引き出す手口も増えています。 
 
当行では、地元警察署と連携して、高齢の方々への店頭での声掛け運動や、ＡＴＭ（キ

ャッシュカード）でのお振込の一部利用制限等に取組んでまいりましたが、今回のキャ

ンペーンは、官民が連携してキャシュカードの利用限度額の見直しを啓発する取組みを実

施します。 
  
みなと銀行は、兵庫県下最大規模の店舗ネットワークを有する金融機関として、地域のお客さ

まのお役に立てるよう、サービスの向上に努めてまいります。 
 

記 

  

キャッシュカード利用限度額
引下げキャンペーン

片岡愛之助さんを起用した
啓発ビデオの放映

実施場所 みなと銀行全店

実施時期 11月12日（月）より当分の間

内　容

・キャッシュカード利用限度額引下げの啓発チラシを
　配布します。
・キャンペーン実施時間中に、実施店舗のATMで
　キャッシュカードの利用限度額を引下げられた
　お客さまへ、兵庫県警察より粗品を進呈します。(*)

　(*)ATMコーナーの警察職員へお声掛け下さい。
　　粗品がなくなり次第終了させていただきます。
　　あらかじめご了承ください。
　
　尚、自然災害等によりキャンペーンの内容、実施店舗、
　実施日、時間等の変更、中断、または中止させていた
　だく場合があります。

キャッシュカードをだまし取る手口の
詐欺被害に対する注意を促し、併せて
具体的な詐欺被害防止策を訴えるメッ
セージビデオを店頭で放映します。

実施店舗 実施日 時間

本店営業部 11月16日（金）

武庫之荘支店 11月19日（月）

水道筋支店 11月20日（火）

伊丹支店 11月28日（水）

西宮支店 12月14日（金）

宝塚支店 12月17日（月）

10時～12時

 

 

 

 



【参考】当行のこれまでの特殊詐欺未然防止の取組みについて 

 

特殊詐欺未然防止対応の顧客向け取組み

・70歳以上で過去3年間当行キャッシュカードによる振込実績のないお客さまを対象に

　ＡＴＭでのキャッシュカードによる振込機能を停止しています。

②

①

②

③ ・店頭ﾛﾋﾞｰで「特殊詐欺未然防止」のための映像を放映しています。

・ATMクリーン＆挨拶月間（5月、10月）と同時期に「特殊詐欺防止キャンペーン」を実施し

　兵庫県内の営業店で、高齢のお客さまを中心に金融犯罪注意喚起用ティッシュ

　及びチラシを配布しました。

・'18年6～10月のクールビズ期間中、特殊詐欺未然防止の啓発用うちわを全営業店で

　配布しました。

④ ・兵庫県警察本部より特殊詐欺被害未然防止に功労のあった営業店15ヵ店に対し、

　「声かけサポートリーダー」の委嘱を受けました。

① ・各警察署の防犯担当者を講師に招聘し、特殊詐欺手口の内容や自衛のアドバイス等の

　啓発活動を行っています。

・'18年上期より複数部店での合同開催や各自治体との共同開催、「地域見守り活動(*)」の

　連携協定拡充等、官民連携した活動を推進しています。

　（'18年度上期セミナー参加者　延べ133名）

　(*)高齢者の見守りを行い異変を察知した場合は自治体や警察、消防等へ通報する。

　　  また見守り活動の普及・啓発に努める。

実施項目
開始
時期

取　組　内　容

Ａ
Ｔ
Ｍ

'17.7

'05.10 ・ＡＴＭの初期画面で振込詐欺への注意文言を、具体例を交えて表示しています。

店
 
 

頭

'15.8

'15.8

'14.7

'15.4

'18.6

'14.7
声掛け
サポートリーダー

チラシ配布等の
啓発活動

セ
ミ
ナ
ー

特殊詐欺
対策セミナー

・高額の振込や出金の依頼のあったお客さまへ、チェックシートを活用しながら
　お声掛けしています。

・高額の現金出金の依頼のあったお客さまへ、預金小切手のご利用をご案内しています。

ATM振込の
一部制限

①

ATM画面での
注意喚起

声掛けチェック
シートの活用

預金小切手の
利用促進

①主に高齢のお客さまに対する積極的な声かけ等の実施
②勤務する店舗の他の職員に対する声かけの指導
③特殊詐欺被害防止に関する啓発活動

任
務

【'18年度上期　実施店舗】

龍野支店
加古川統括部

伊丹支店　　＋伊丹市立図書館
青木支店 小野支店　　＋小野市役所

実施時期 実施店舗 実施店舗

4月
8月（加古川、東加古川、宝殿、高砂、志方）

実施時期

9月

7月
姫路南ブロック
（飾磨、姫路中央、家島、網干）

 

以 上 

 

 






